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正
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則
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大
分
県
規
則
第
十
三
号

　
　
　
大
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県
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財
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規
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一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
県
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
三
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
使
用
料
の
不
還
付
）

第 

三
十
五
条
の
三　

既
に
徴
収
し
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
相
当
の
理
由
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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適
用
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箇
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八
千
八
百
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円
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験
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実
施
の
公
告
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一
部
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次
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改
正
す
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込
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付
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令
和
二
年
三
月
二
十
五
日
（
水
）
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
（
月
）
ま
で

　
　

㈡　

受
験
申
込
方
法
及
び
郵
送

　
　
　

 　

次
の
宛
先
（
締
切
日
の
消
印
が
あ
る
も
の
ま
で
有
効
）
に
、
必
ず
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と
。
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紀
尾
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町
三
―
六　

紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル

　
　
　
　
　

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー　

本
部

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

 　

平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
・
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
試
験
の
申
込
み

に
必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

　
　

㈠　

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

　
　
　
　

令
和
二
年
四
月
十
三
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
月
）
ま
で

　
　
　
　

受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
終
了
日
の
午
後
四
時
ま
で

　
　

㈡　

受
験
申
込
方
法

　
　
　

 　

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
必
要
事
項
を
入
力

し
申
し
込
む
こ
と
。


